
（別 表）（第８条関係） 

 

※１ 「住宅部分水量＋基礎引き上げ水量」が基礎水量の総戸数分に満たない場合は、基

礎水量に総戸数を乗じた水量とする。 

※２ ［住宅部分水量＋散水栓等部分水量］－住宅部分水量（基礎水量の総戸数分に満た

ない場合は、基礎水量に総戸数を乗じた水量とする。） 


